
労働問題

個人で交渉する

問題点の整理

組合加入通知・
団体交渉申入

解決

団体交渉

抗議行動

行政機関・
司法機関

個人で交渉
できそうなら

労働基準監督署
や裁判所など

個人で交渉してから組
合に入ることもできます

組合加入することで労
働組合法で守られます

各種機関と組合を同
時並行してもよいです

使用者の団体
交渉応諾義務

不誠実な対応ならビ
ラ配りなどをします

組合から労働委
員会に救済申立


